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　　　告　　　示
○生活保護法に基づく介護機関（居宅介護支援事
　業所）の指定………………………………………（福祉保健課）１
○生活保護法に基づく指定介護機関（居宅介護事
　業所）の名称の変更………………………………（　　〃　　）１
○生活保護法に基づく指定介護機関（居宅介護事
　業所）の所在地の変更……………………………（　　〃　　）１

告　　　　　示

宮崎県告示第 596号
　生活保護法（昭和25年法律第 144号）第54条の２第１項（中国残
留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及
び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第
14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規
定により、介護扶助及び介護支援給付のための居宅介護を担当させ
る機関を次のとおり指定した。
　　令和元年12月23日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県告示第 597号
　生活保護法（昭和25年法律第 144号）第54条の２第４項において
準用する同法第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並び
に永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関す
る法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその例による
ものとされた場合を含む。）の規定により、指定介護機関（居宅介
護事業所）から次のとおり変更した旨の届出があった。
　　令和元年12月23日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
１　届出をした指定介護機関（居宅介護事業所）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県告示第 598号
　生活保護法（昭和25年法律第 144号）第54条の２第４項において
準用する同法第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並び
に永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関す
る法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその例による
ものとされた場合を含む。）の規定により、指定介護機関（居宅介
護事業所）から次のとおり変更した旨の届出があった。
　　令和元年12月23日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
１　届出をした指定介護機関（居宅介護事業所）

２　届出事項	

居宅介護支援事業者 居宅介護支援事業所
指　定
年月日名　称 主たる事務

所の所在地 名　称 所在地

有限会社大
木産業

西都市大字
右松 698番
地１

グル－プホ
－ム稲穂

西都市大字
南方3372番
地７

令和元年
11月８日

居宅介護事業者 居宅介護事業所

名　称 主たる事務所の所
在地 名　称 所　在　地

社会福祉
法人まり
あ

都城市志比田町95
73番地１

ショ－ト
ステイま
りあ

都城市志比田町95
73番地１

居宅介護事業所の名称 変　更
年月日変　更　前 変　更　後

ショ－トステイまりあ２
号館

ショ－トステイまりあ 平成29年
４月１日

居宅介護事業者 居宅介護事業所

名　称 主たる事務所の所
在地 名　称 所　在　地

株式会社
悠隆

延岡市野地町３丁
目５番地１

訪問看護
ステ－シ
ョンやさ
しい手

延岡市野地町１丁
目4070－１
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居宅介護事業所の所在地 変　更
年月日変　更　前 変　更　後

延岡市野地町３丁目５番
地１

延岡市野地町１丁目4070
－１

令和元年
10月７日

２　届出事項	

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県告示第 599号
　生活保護法（昭和25年法律第 144号）第54条の２第４項において
準用する同法第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並び
に永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関す
る法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその例による
ものとされた場合を含む。）の規定により、指定介護機関（居宅介
護事業所）から次のとおり廃止した旨の届出があった。
　　令和元年12月23日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県告示第 600号
　宮崎県収入証紙条例施行規則（昭和39年宮崎県規則第11号）第12
条第１項の規定により、次のとおり収入証紙売りさばき人の指定を
取り消した。
　　令和元年12月23日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県告示第 601号
　宮崎県収入証紙条例施行規則（昭和39年宮崎県規則第11号）第11
条第５項の規定により、収入証紙売りさばき人から次のとおり変更
の届出があった。
　　令和元年12月23日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣

居宅介護事業者 居宅介護事業所
廃　止
年月日名　称 主たる事務

所の所在地 名　称 所在地

医療法人社
団仮屋医院

都城市上水
流町2348番
地

医療法人（
社団）仮屋
医院

都城市上水
流町2348番
地

令和元年
９月30日

指定を取り消した売り
さばき人の氏名

指定を取り消した売り
さばきをする場所

指定取消年月
日

梅田学園株式会社　き
よ武自動車学校

梅田学園株式会社

宮崎市清武町今泉甲35
67番地１

宮崎市佐土原町下田島
 19220番地

令和元年10月
31日

変　　更　　前 変　　更　　後 変 更

年 月 日
売りさばき
人の氏名

売りさばき
をする場所

売りさばき
人の氏名

売りさばき
をする場所

宮崎梅田学
園株式会社

宮崎市大字
跡江2370番
地

宮崎市日ノ
出町95番１

宮崎梅田学
園株式会社

宮崎市大字
跡江2370番
地　梅田学
園自動車学
校生目内

宮崎市日ノ
出町95番１
　梅田学園
自動車学校
日ノ出内

宮崎市佐土
原町下田島
 19220番地
　梅田学園
自動車学校
佐土原内

宮崎市清武
町今泉甲35
67番地１
梅田学園自
動車学校清
武内

令和元年
11月１日

公　　　　　告

　特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第10条第１項の規
定により、次のとおり特定非営利活動法人の設立の認証の申請があ
った。
　　令和元年12月23日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣

申請
年月
日

名　　称 代表者の氏名
主たる事
務所の所
在地

定款に記載され
た目的

令和
元年
12月
12日

特定非営利
活動法人豊
かな島津の
杜づくりプ
ロジェクト

清水　豊 宮崎県北
諸県郡三
股町大字
樺山1996
番地学校
法人豊栄
学園都城
東高等学
校内

　この法人は、
宮崎県北諸県郡
三股町内餅原地
区等の山林にお
いて、植林等を
とおして近自然
的森づくり事業
を行い、地域自
然環境の保全推
進、森林環境教
育の推進及びま
ちづくりの推進
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　都市計画法（昭和43年法律第 100号）第21条第２項において準用
する同法第20条第１項の規定により、都市計画の図書の写しが送付
されたので、次のとおり公衆の縦覧に供する。
　　令和元年12月23日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
１　都市計画を定める者の名称
　　都城市
２　都市計画の種類及び名称
　　都城広域都市計画公園
　　　６・５・12号　山之口運動公園
３　縦覧場所
　　宮崎県県土整備部都市計画課
　　宮崎県都城土木事務所

へ展開し、延い
ては地球温暖化
対策に寄与する
ことを目的とす
る。

内水面漁場管理委員会指示

宮崎県内水面漁場管理委員会指示第 155号
　漁業法（昭和24年法律第 267号）第67条第１項及び第 130条第４
項の規定により、内水面第５種共同漁業権に係る増殖について次の
とおり指示する。
　　令和元年12月23日
　　　　　　宮崎県内水面漁場管理委員会会長　田　代　一　洋
１　増殖義務
　　令和２年１月１日から同年12月31日までの間に別表の漁業権者
　の欄に掲げる各漁業権者は、それぞれ別表に定めるところにより
　増殖を行わなければならない。
　　ただし、履行が困難な場合等にあっては、他の方法に替えるこ
　とができる。
２　こい、おいかわ及びうぐいの増殖
　　１のただし書きにより他の方法に替える場合は、原則として放
　流に係る経費と同額相当の産卵床造成を行うものとする。
３　実施状況及び実績報告の義務
　　漁業権者は、令和２年７月31日までに、当該指示内容の実施状
　況報告書を提出するとともに、令和３年１月31日までに増殖指示
　完了報告書及び増殖を実施したことを証する書類を提出しなけれ
　ばならない。
４　その他
　　この指示の実施に関し必要な事項については、委員会が別に定
　める。
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